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第４章 

子供・子育て支援を担う人材の確保・資質の向上 
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 第 ３ 章 で 掲 げ た 事 業 を 支 え る の は 、 専 門 職 に 加 え 、 子 育 て 経 験 者 や ボ ラ ン テ ィ ア な
ど、 地域 で活 動 する 様々 な人 材で す 。  
 こ れら の人 材 の確 保・資 質の 向上 は 、一 義的 には 事業 者 の責 務で すが 、利用 者ニ ーズ
に応 じた 適切 な サー ビス を提 供す る ため に必 要な 人材 の 確保・資質 の向 上は 、子供・子
育て 支援 の実 施 主体 であ る区 市町 村 の責 務で もあ りま す 。  
 
 都 は 、広 域自 治 体 とし て 、都 内全 域 の 子供・子育 て支 援 の 質の 向上 に向 け 、人 材の確
保・ 資質 の向 上 を図 る区 市町 村や 事 業者 を支 援し てい き ます 。  
 
 平 成 30 年 1 月か ら、 ポー タル サ イト 「ふ くむ すび 」（ 東京 都福 祉人 材情 報 バン クシ
ステ ム ）を 運営 して いま す 。福 祉分 野に 多様 な人 材を 確 保す るた め 、福 祉職 場に 関心 の
ある 方に シス テ ムへ の登 録を 促し 、福祉 事業 者の 職員 募 集や 職場 環境 等に 関 する 情報、
都 ・ 区 市 町 村 の 資 格 取 得 等 に 関 す る 支 援 策 や 研 修 ・ イ ベ ン ト 等 の 情 報 を 発 信 し て い ま
す。  
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【１ 母子保健】 

＜現状と課題＞ 

 ○  子 供 と 子 育 て 家 庭 を 切 れ 目 な く 支 援 す る た め に は 、 全 て の 子 育 て 家 庭 に 対 し て
妊娠 期か ら専 門 職が 関わ り、各家 庭 の状 況 や子 育て 支援 の ニー ズ等 を把 握し 、適切
な相 談支 援や サ ービ ス提 供を 行う こ とが 必要 です 。  

 ○  ま た 、必 要に 応じ て 、関 係機 関と も連 絡調 整を 行 い、支援 につ なげ る こと も求 め
られ ます 。  

 ○  区 市町 村 の保 健所・保 健セ ン ター に おい ては 、こ う した 妊 娠期 から 子育 て 期に わ
たる 総合 的支 援 を提 供す るた めの 人 材を 確保 ・育 成す る 必要 があ りま す。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  区 市 町 村 に お い て 、 妊 娠 期 か ら 子 育 て 期 に わ た る 切 れ 目 の な い 支 援 体 制 を 整 備
でき るよ う 、都 は 、区 市町 村に おけ る 専門 職の 配置 を支 援 する とと もに 、研修 等に
より 、こ れを 支 える 人材 の育 成を 支 援し ます 。  

 ○  ま た 、 実 際 の 取 組 の 参 考 と な る よ う 、 区 市 町 村 担 当 者 の 連 絡 会 を 開 催 す る な ど
し、 各区 市町 村 の取 組の 状況 に関 す る情 報提 供な ども 行 いま す。  

 ○  産 後の 家 庭や 多胎 児を 育て る 家庭 に寄 り添 い、適 切に 支 援す る「 家事 育 児サ ポ ー
ター」（産 後ド ゥー ラ 、ベビ ーシ ッ ター、家事 支援 ヘル パ ー等 ）の質 の向 上 を図 る
区市 町村 を支 援 しま す。  

 ○  さ ら に 、 母 子 保 健 部 門 と 児 童 福 祉 部 門 が 連 携 し て 妊 娠 期 か ら 包 括 的 な 相 談 支 援
を 実 施 で き る よ う 、 必 要 な ス キ ル の 習 得 や 連 携 体 制 構 築 に 向 け た 研 修 を 実 施 し ま
す。  
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【２ 子育て支援】 

＜現状と課題＞ 

 ○  子 供家 庭 支援 セン ター は、全 ての 子 供と 子育 て家 庭 にと って 、第 一義 的 な相 談 窓
口で あり 、ニー ズに 応じ た適 切な サ ービ スの 提供・紹介 や 、地 域の ネッ トワ ー クの
連 絡 調 整 を 行 う な ど 、 地 域 に お け る 子 育 て 支 援 の 中 心 的 な 役 割 を 果 た す 必 要 が あ
りま す。  

 ○  虐 待 対 応 や 関 係 機 関 調 整 、 地 域 の 実 情 に 応 じ た 社 会 資 源 の 開 発 な ど を 総 合 的 に
行え る人 材の 確 保・育成 が不 可欠 で すが 、区 市 町村 によ り 、職 員の 配置 や経 験 年数
など 、組 織の 体 制に はば らつ きが あ り、 対応 力の 強化 が 求め られ てい ます 。  

 ○  児 童 福 祉 法 等 改 正 に よ り 、 区 市 町 村 の 子 育 て 支 援 部 門 と 母 子 保 健 部 門 が 一 体 と
な り 、 妊 娠 期 か ら 包 括 的 な 相 談 支 援 等 を 行 う た め の 人 材 の 養 成 が 求 め ら れ て い ま
す。  

 ○  子 育 て ひ ろ ば に つ い て は 、 地 域 で 子 育 て 家 庭 が 孤 立 し な い よ う 、 親 同 士 の 交 流
や 、 保 護 者 に 寄 り 添 う 相 談 支 援 等 を 適 切 に 行 う こ と が で き る 職 員 を 育 成 す る 必 要
があ りま す。ま た、地 域支 援や ニー ズ を踏 まえ 適切 なサ ー ビス につ なげ る利 用 者支
援の 役割 も果 た せる よう な人 材の 育 成も 必要 です 。  

 〇  障 害 の 有 無 に か か わ ら ず 、 全 て の 子 育 て 家 庭 が 安 心 し て 子 育 て ひ ろ ば を 利 用 で
きる よう 、障 害 に早 期 に気 付き 、適 切 な支 援 につ なぐ こと が でき る職 員の 育成 も 求
めら れて いま す 。  

 ○  区 市町 村 で実 施し てい る子 育 て支 援策 には 、シ ョ ート ス テイ 、ト ワイ ラ イト ス テ
イ 、フ ァミ リー・サ ポ ート・セン ター 事 業 等の 預か り型 の 事業 や 、乳 児家 庭全 戸 訪
問事 業 、養 育支 援訪 問事 業な どの 訪 問型 の事 業 、そ の他 、支援 を必 要と する 家 庭に
向 け た 様 々 な サ ー ビ ス が あ り 、 こ う し た 支 援 策 を 確 実 に 実 施 す る た め に 必 要 な 人
材を 確保 ・育 成 する 必要 があ りま す 。  

 ○  利 用者 支 援事 業に おい て 、妊 産 婦 をは じめ 、子供 や 子 育て 家庭 が 、教 育・保 育施
設 や 地 域 の 子 育 て 支 援 事 業 等 を 円 滑 に 利 用 で き る よ う 、 こ れ を 担 う 人 材 を 育 成 す
る必 要が あり ま す。  

 ○  小 規模 保 育、家庭 的保 育、企業 主 導型 保育、学 童ク ラ ブ、子 育て ひ ろば 事 業、利
用者 支援 事業 等 の各 事業 を確 実に 実 施す るた めに 、保育 士等 の有 資格 者に 加 えて、
保育 や子 育て 支 援分 野で 活躍 でき る 「子 育て 支援 員」 の 確保 ・育 成が 必要 で す。  

 〇  ヤ ング ケ アラ ー及 びそ の家 族 への 支援 を推 進す る には 、関係 機関 が、早 期に ヤ ン
グケ アラ ーと 思 われ る子 供に 気付 く こと や、具体 的な 相 談・支 援へ のつ なぎ を 強化
して いく こと が 必要 です 。  
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＜取組の方向性＞ 

 ○  都 は、子 供家 庭 支援 セン ター が その 役割 を十 全に 果 せる よう 、セ ンタ ー 職員 に 対
し て 虐 待 の 未 然 防 止 を 含 め た 虐 待 対 応 力 の 向 上 に 加 え 、 要 支 援 家 庭 へ の 支 援 方 法
や、地域 の関 係 機関 の 理解 と協 力の 促 進に 向け た取 組の 紹 介、ケ ース ワー クに 関 す
る関 係機 関合 同 の演 習等 、実 践的 な スキ ルが 身に 付く 研 修を 実施 しま す。  

 ○  相 談 支 援 や 虐 待 対 応 を 行 う ワ ー カ ー や 虐 待 対 策 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 、 心 理 専 門 支
援員 等の 専門 職 の配 置を 支援 しま す 。ま た、児 童福 祉司 任用 資格 の取 得や 、児童 相
談業 務に 係る 資 質の 向上 や専 門性 の 確保 を図 るた め、引 き続 き 、講 習会 を開 催 しま
す。  

 ○  区 市 町 村 に お い て 、 母 子 保 健 部 門 と 児 童 福 祉 部 門 が 連 携 し て 妊 娠 期 か ら 包 括 的
な 相 談 支 援 を 実 施 で き る よ う 、 必 要 な ス キ ル の 習 得 や 連 携 体 制 構 築 に 向 け た 研 修
を実 施し ます 。（ 再掲 ）  

 ○  子 育て ひ ろば にお いて 、地 域 で保 護 者に 寄り 添う 支 援を 行う ほか 、地 域 支援 や 利
用者 支援 の役 割 も適 切に 果た せる よ う、地 域の 社会 資源 に 精通 し、利用 者ニ ー ズを
踏 ま え て 適 切 な サ ー ビ ス に つ な げ る こ と が で き る 人 材 を 育 成 す る た め 、 各 自 治 体
で実 施す る研 修 に加 え、 都独 自に 実 践的 な子 育て ひろ ば 職員 研修 を実 施し ま す。  

 ○  ま た、子 育て ひ ろば を利 用す る 子供 の障 害に 早期 に 気付 き、適切 な支 援 につ な げ
るた め、 障害 児 支援 に関 する 研修 を 実施 しま す。  

 ○  預 かり 型 のサ ービ スや 訪問 型 の相 談支 援な ど、各 区市 町 村に おい て、よ り質 の 高
い 子 育 て サ ー ビ ス が 提 供 で き る よ う 、 研 修 や 先 進 的 な 独 自 の 取 組 を 行 う 区 市 町 村
の事 例の 紹介 な どに より 、こ れを 担 う従 事者 の育 成を 図 りま す。  

 ○  フ ァミ リ ー・サ ポー ト・セン タ ー事 業 にお いて 子育 て を援 助す る提 供会 員 に子 育
てに 関す る研 修 の受 講を 義務 付け る とと もに 、報 酬を 引 き上 げ るこ とで 、提 供 会員
の質 と量 の確 保 に取 り組 む区 市町 村 を支 援し ます 。  

 ○  利 用者 支 援事 業に つい て 、都 は 、区 市町 村が 、地域 の社 会資 源に 関す る 情報 の収
集や 提供 、相談・助 言 、関係 機関 調整 等 に より 、子育 て家 庭 が 多様 なサ ービ ス の中
から 、適切 な施 設や 事業 等を 選択 し 、利 用で きる 仕組 み を構 築で きる よう 、研修 等
によ り支 援し て いき ます 。  

 ○  子 育 て 支 援 員 に つ い て は 、 地 域 に お い て 保 育 や 子 育 て 支 援 等 の 仕 事 に 関 心 を 持
ち、各 事 業等 に従 事 する こと を希 望 する 方に 対し 、「子 育 て支 援員」と して 認定 す
る た め の 研 修 を 実 施 し 、 サ ー ビ ス の 担 い 手 と な る 人 材 を 確 保 す る と と も に 質 の 向
上を 図り ます 。  

 〇  ヤ ング ケ アラ ーと 接す る関 係 機関 の職 員が 、早期 に気 付き 、具体 的な 相談・支援
につ なげ られ る よう 、都 は 、研 修 を実 施す る区 市町 村を 支 援す ると とも に 、関 係機
関と の連 携等 に おい て核 とな るヤ ン グケ アラ ー・コー デ ィネ ー ター に対 して 、その
役割 等に つい て 認識 を深 める ため の 研修 を実 施し 、育 成 と質 の向 上を 図り ま す。  
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【３ 幼児教育】 
 ○  乳 幼児 期 は、生 涯に わた る人 格 形成 の基 礎が 培わ れ る重 要な 時期 であ り 、都 は 質

の高 い幼 児教 育 が提 供さ れる よう 区 市町 村や 事業 者を 支 援し てい きま す。  
 

＜現状と課題＞ 

（１ ）人 材の 確 保  
 ○  幼 稚 園 に お い て 幼 児 の 教 育 に 直 接 携 わ る 教 諭 は 、 幼 稚 園 教 諭 免 許 状 を 保 有 し て

いる 必要 があ り 、免 許状 の授 与件 数 は、 毎年 、約 5,000 件 で 推移 して いま す 。  
   令 和５ 年 度の 東京 都内 の国 公 私立 幼稚 園に 勤務 す る幼 稚園 教諭 は、 10,240 人で

す。  
（２ ）資 質の 向 上  
 ○  教 育公 務 員特 例法 に基 づき 、東京 都 教育 委員 会は 、東京 都 公立 幼稚 園新 規 採用 幼

稚 園 教 諭 研 修 及 び 東 京 都 公 立 幼 稚 園 中 堅 教 諭 等 資 質 向 上 研 修 Ⅰ を 実 施 し て い ま す 。 
 ○  ま た 、 就 学 前 教 育 と 小 学 校 教 育 と の 円 滑 な 接 続 や 乳 幼 児 期 か ら 就 学 期 ま で の 発

達や 学び の連 続 性を 踏ま えた 教育 の 実施 など 、幼 稚園 、保 育 所 及び 認定 こど も 園に
おけ る質 の高 い 就学 前教 育を 支援 し てき まし た。  

 ○  公 益 社 団 法 人 東 京 都 私 立 幼 稚 園 教 育 研 修 会 で は 、 東 京 都 と 共 催 で 行 う 新 規 採 用
教員 研修 会や 、中堅 、管理 者と いっ た 職層 別の 研修 会の ほ か、教育 研究 大会 や 公開
保育 、教 員免 許 状更 新 講習 など 、教 職 員の 専 門性 を高 める た めの 取組 を積 極的 に 展
開し てい ます 。  

 ○  い ずれ も 、国 公私 立幼 稚園 や 公私 立保 育所 、認定 こど も園 等の 保育 者 など 、都 内
の 就 学 前 教 育 に 関 わ る 保 育 者 が 広 く 参 加 で き る 説 明 会 や 研 究 協 議 会 を 実 施 し て い
ます 。  
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＜取組の方向性＞ 

（１ ）人 材の 確 保  
 ○  引 き 続 き幼 稚 園 教 諭免 許 授 与の 所 要 資 格の 特 例 制度 1に つ い て周 知 を 図る な ど、

保育 士資 格を 有 する 人材 の幼 稚園 教 諭免 許状 の取 得を 促 しま す。  
（２ ）資 質の 向 上  
 ○  幼 児期 の 教育 は、義務 教 育と その 後の 教育 の基 礎 を培 う極 めて 重要 な もの です。

この ため 、幼 児 が幼 稚 園、保育 所及 び 認定 こ ども 園等 にお い て質 の高 い幼 児教 育 を
受け るこ とが で きる よう 、今 後も 、国 と の 連携 事業 であ る 幼稚 園教 育理 解推 進 事業
など 、公 私立 な どの 設 置主 体や 施設 種 別の 違い にか かわ ら ず、保 育者 等が 一堂 に 会
して 学ぶ 機会 を 多様 に設 ける 取組 を 推進 して いき ます 。  

 ○  専 門的・広 域 的 な観 点か ら、小 学校 教 員や 保育 士等 を 対象 とし た就 学前 教 育と 小
学校 教育 との 円 滑な 接続 に向 けた 講 座・説明 会の 開催 等 、区 市町 村や 教育・保育 施
設の 設置 者等 と 連携 を図 りな がら 取 り組 むこ とに より 、地域 に おけ る幼 児教 育・保
育の 担い 手で あ る人 材の 資質 の向 上 を推 進し てい きま す 。  

  

 
1 保 育 士 の 資 格 を 有 し 、 保 育 士 と し て 一 定 の 勤 務 経 験 が あ る 場 合 、 通 常 必 要 と さ れ る 単 位 数 よ り も 少 な い 単 位 数
の 修 得 で 、 幼 稚 園 教 諭 免 許 状 を 取 得 で き る 制 度  
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【４ 保育】 
 ○  保 育サ ー ビス の提 供に 当た っ ては 、保 育 士、家 庭的 保育 者、子 育て 支援 員な ど、

様々 な人 材が 必 要で す。  
 ○  ま た、障 害の あ る子 供や 食物 ア レル ギー のあ る子 供 など 、特に 配慮 が必 要 な子 供

に適 切に 対応 す るた めに は、専 門的 な知 識や 技術 を有 す る人 材が 必要 にな り ます。 
 ○  さ らに 、子育 て に不 安を 抱え る 保護 者が 増加 して い るこ とか ら、保育 所 をは じ め

と す る 保 育 の 現 場 に は 、 保 育 サ ー ビ ス の 提 供 だ け で な く 、 在 宅 の 子 育 て 家 庭 も 含
め、 保護 者に 対 する 支援 も求 めら れ るよ うに なっ てい ま す。  

 

＜現状と課題＞ 

（１ ）人 材の 確 保  
 ①  保 育士  
 ○  多 様な 保 育ニ ーズ に対 応し 、より 良 い保 育を 提供 す るた めに は、保育 人 材の 確 保

は極 めて 重要 で す。  
 ○  ま た 、保 育所 の配 置基 準の 見 直し や、「乳 児等 の ため の 支援 給付 」（ こ ども 誰 でも

通園 制度 ）の 創 設に よる 影響 等に も 留意 する 必要 があ り ます 。  
 
 ②  そ の他 の 保育 従事 者  
 ○  家 庭 的 保 育 者 や 子 育 て 支 援 員 を 必 要 と す る 主 な 保 育 サ ー ビ ス は 区 市 町 村 認 可 に

よる もの が多 く 、区 市町 村が 計画 的 に研 修を 実施 して い くこ とが 求め られ ま す。  
（２ ）資 質の 向 上  
 ○  全 ての 子 供の 健や かな 成長 に 資す るよ う、保育 従 事者 の 資質 を高 め、質 の高 い 保

育及 び地 域の 子 育て 支援 を提 供す る こと が求 めら れま す 。  
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＜取組の方向性＞ 

（１ ）人 材の 確 保  
 ①  保 育士  
 ○  必 要な 保 育士 を確 保す るた め 、指 定 保育 士養 成施 設 の修 学資 金の 貸付 や 、現 任 保

育 従 事 者 の 保 育 士 資 格 取 得 支 援 な ど 、 保 育 士 の 養 成 に か か わ る 取 組 を 行 う と と も
に、就職 支 援か ら就 職後 の定 着支 援 まで 行う 保育 人材 コ ーデ ィネ ータ ーの 配 置や、
保育 士就 職相 談 会の 実施 、キ ャリ ア カウ ン セリ ング の実 施 、区 市 町村 が行 う保 育 人
材確 保・定 着に 向け た取 組へ の支 援 、保 育従 事者 向け の 宿舎 借り 上げ 支援 な ど、保
育士 の確 保・ 定 着に 取り 組み ます 。  

 ○  ま た、職 責に 応 じた 処遇 を実 現 する キャ リア パス の 導入 が進 むよ う、キ ャリ ア パ
スの 仕組 みづ く りに 取り 組む 事業 者 を支 援し 、保 育士 の 確保・定着 を促 進し ま す。  

 ○  併 せて 、保育 士等 キャ リア ア ップ 研修 支援 事業 に より 、技 能・経 験 を積 んだ 職員
に 対 す る 国 の 処 遇 改 善 加 算 の 要 件 と な っ て い る 専 門 分 野 別 研 修 等 を 実 施 す る 指 定
研修 実施 機関 を 支援 しま す。  

 ○  保 育 の 仕 事 に 興 味 を 持 つ 高 校 生 を 対 象 に 、 保 育 施 設 で の 職 場 体 験 や 保 育 士 養 成
施設 の学 校説 明 会を 行い 、保育 士の 仕事 への 理解・興味 を深 め、将 来の 保育 人材 の
確保 に取 り組 み ます 。  

 〇  保 育 に 特 化 し た 常 設 の プ ラ ッ ト ホ ー ム に よ り 、 保 育 士 の 専 門 性 を は じ め と し た
保育 の魅 力を 継 続し て発 信す ると と もに 、潜 在 保育 士 、高 校生 、現 役 保育 士の 方々
へ向 けて 東京 都 のサ ポー ト制 度等 の 紹介 を実 施し てい き ます 。  

 ②  そ の他 の 保育 従事 者  
 ○  区 市町 村 によ って は十 分な 体 制が 整わ ない 場合 も ある ため 、都は 、当分 の間 、家

庭的 保育 者研 修 を引 き続 き実 施す る ほか 、保 育や 子 育て 支援 の仕 事に 関心 を 持ち、
各 事 業 に 従 事 す る こ と を 希 望 す る 方 な ど を 対 象 に 、 子 育 て 支 援 員 研 修 を 実 施 し て
いき ます 。  

 ○  居 宅 訪 問 型 保 育 を 担 う 人 材 を 確 保 す る た め 、 ベ ビ ー シ ッ タ ー 団 体 と 連 携 し て ベ
ビー シッ ター の 養成 研修 を実 施し ま す。  
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（２ ）資 質の 向 上  
 ○  事 業者 や 区市 町村 によ る研 修 実施 の支 援、都に よ る研 修 の実 施と とも に 、代 替 職

員確 保に 対す る 支援 をは じめ 受講 促 進に 向け た環 境を 整 備し ます 。  
 ○  ま た、認 証保 育 所を 対象 とし た 施設 長研 修や 中堅 保 育士 研修 、研 修の 機 会が 比 較

的 少 な い 認 可 外 保 育 施 設 の 保 育 従 事 者 を 対 象 と し た 保 育 全 般 に 関 す る 研 修 を 実 施
しま す。  

 ○  障 害児 や アレ ルギ ー児 、病児・病後 児へ の対 応 、保 護者 対応 とい った 様 々な 課題
に対 応す るた め の研 修を 実施 して い きま す。  

 ○  特 に、ア レル ギ ー疾 患に つい て は、正 しい 知識 を持 っ て適 切な 日常 生活 管 理が 行
える よう 研修 を 実施 し、緊急 時に 適 切に 対 応で きる 人材 を 育成 する とと もに 、事故
予防 を支 援し ま す。  

 ○  保 育の 質 の確 保・向上 には 、保育 従事 者の 定着 が 不可 欠で す。ライ フ・ワ ーク・
バ ラ ン ス の 推 進 や 対 話 的 な 職 場 風 土 づ く り な ど 、 保 育 従 事 者 に と っ て 働 き や す い
職 場 環 境 が 確 保 さ れ る よ う 、 事 業 主 を 対 象 と し た 研 修 を 引 き 続 き 実 施 し て い き ま
す。  

 ○  さ らに 、公開 保育 をは じめ と する 保育 所間 交流 や 園長 会に おけ る意 見 交換 など、
地域 交流 の促 進 に取 り組 む区 市町 村 を支 援し 、保 育の 質 の確 保・向 上を 図り ま す。  
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【５ 認定こども園】 

＜現状と課題＞ 

 ○  幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 に お い て は 、 幼 稚 園 教 諭 免 許 状 と 保 育 士 資 格 の 両 資 格
を 有 す る 保 育 教 諭 の 配 置 が 必 要 で す が 、 都 内 の 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 に お け る
両資 格の 併有 者 の割 合は 、令 和６ 年 4 月 1 日 現在 約９ 割 とな って いま す。  

 ○  国 は、 平 成 27 年度 の法 施行 後 15 年 間（ 令和 11 年度 末 ま で） に限 り（ た だし、
主幹 保育 教諭・指 導 保育 教諭 は 12 年間（ 令和 8 年 度 末ま で））、幼稚 園教 諭 免許 状
又 は 保 育 士 資 格 の い ず れ か 一 方 の 資 格 を 有 し て い れ ば 保 育 教 諭 等 と す る こ と が で
きる とす る特 例 を設 ける とと もに 、「 幼 稚 園教 諭免 許や 保 育士 資格 の取 得特 例 制度」
2を実 施し てい ま す。  

 ○  こ れに 対 し、都で は 、幼 保連 携型 認定 こど も園 に おけ る教 育・保 育が 適切 に実 施
され るよ う 、少 なく とも 学級 担任 は 幼稚 園教 諭で ある こ と、また 、保育 を必 要と す
る児 童を 保育 す る者 は、３歳 以上 児 につ い ては その ６割 以 上、３ 歳未 満児 につ い て
は全 員が 保育 士 資格 を有 する こと を 求め てい ます 。  

 ○  ま た、乳 幼児 期 は、生涯 にわ た る人 格 形成 の基 礎が 培 われ る極 めて 重要 な 時期 で
ある こと から 、 保育 教諭 の資 質向 上 も必 要で す。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  都 は、「幼 稚 園 教諭 免許 や保 育 士資 格の 取得 特例 制 度」を活 用し た資 格 取得 を支
援す る区 市町 村 に対 し、その 費用 の 一部 を 補助 する 取組 な どに より 、幼 保連 携 型認
定こ ども 園に お ける 保育 教諭 の確 保 等を 図っ てい きま す 。  

 ○  ま た 、質 の高 い幼 児教 育・保 育を 提供 する ため 、幼稚 園教 諭と 保育 士 が共 に学 ぶ
講座 や研 修等 の 機会 を提 供す る取 組 を、区 市町 村や 教育・保 育 施 設の 設置 者等 と 連
携を 図り なが ら 推進 しま す。  

 〇  さ らに 、保 育 教諭 等の 免許・資 格 の併 有状 況や 、免 許・資格 の取 得を 計 画的 に行
う た め の 人 事 計 画 の 作 成 状 況 等 に つ い て の 確 認 を 行 い 、 特 例 措 置 期 間 内 の 資 格 取
得を 促進 しま す 。  

  

 
2 新 た な 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 制 度 へ の 円 滑 な 移 行 ・ 促 進 の た め 、 幼 稚 園 教 諭 免 許 状 を 有 す る 者 が 保 育 士 資 格
を 取 得 し 、 又 は 保 育 士 資 格 を 有 す る 者 が 幼 稚 園 教 諭 免 許 状 を 取 得 す る た め の 特 例 制 度 。 一 定 の 幼 児 教 育 又 は 保 育
の 経 験 が あ る 場 合 に 、 通 常 必 要 と さ れ る 単 位 数 よ り も 少 な い 単 位 数 の 修 得 で 幼 稚 園 教 諭 免 許 状 又 は 保 育 士 資 格 の
取 得 が で き る 。（ 文 部 科 学 省 及 び 厚 生 労 働 省 が 平 成 ２ ６ 年 度 か ら 実 施 ）  
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【6 子供の居場所づくり】 

＜現状と課題＞ 

 ○  子 供た ち の安 全・安心 な居 場 所が 確 保で きる よう 、区市 町 村が 取り 組む 児 童館 の
運営 、学 童 クラ ブ事 業や 放課 後子 供 教室 に必 要な 人材 を 確保 する 必要 があ り ます。 

 ○  学 童ク ラ ブで は、「放 課後 児童 健 全 育成 事業 の設 備 及び 運営 に関 する 基 準」にお
いて 、児童 の対 応 に あた る「放 課後 児 童 支援 員 」の 資格 要 件 とし て 、都 道府 県 知事
等が 実施 する「 放課 後児 童支 援員 認 定資 格研 修 」の 修了 が必 須と なっ てい ま す。都
とし ては これ を 確実 に実 施し 、職 員 の確 保に 努め る必 要 があ りま す。  

 〇  学 童 ク ラ ブ 及 び 放 課 後 子 供 教 室 は 、 障 害 児 な ど 特 に 配 慮 を 必 要 と す る 児 童 へ の
対 応 も 含 め 、 安 心 し て 過 ご す こ と が で き る 居 場 所 の 提 供 や 適 切 な 育 成 支 援 が 行 わ
れる よう 職員 や 従事 者の 資質 の向 上 が求 めら れて いま す 。ま た 、支 援の 必要 な 児童
など に適 切に 対 応す るた め、 保護 者 ・学 校・ 地域 との 連 携も 求め られ てい ま す。  

 ○  学 童 ク ラ ブ と 放 課 後 子 供 教 室 の 交 流 や 連 携 を 促 進 す る よ う 、 人 材 育 成 に つ い て
も、 福祉 部門 と 教育 部門 の連 携を 強 化す る必 要が あり ま す。  

 ○  令 和７ 年 ４月 から の運 用が 予 定さ れて いる「 児童 館ガ イド ライ ン 」及 び「放 課後
児童 クラ ブ運 営 指針 」では 、子 供の 権 利に 関 する 記述 の充 実 など が盛 り込 まれ る こ
とと され てい ま す。  

 

＜取組の方向性＞ 

 〇  児 童 館 に つ い て は 、 児 童 館 の 居 場 所 機 能 や ソ ー シ ャ ル ワ ー ク 機 能 を 含 め た 福 祉
的 課 題 へ の 対 応 を 強 化 す る た め 、 児 童 の 遊 び の 指 導 等 に 当 た る 児 童 厚 生 員 等 の 資
質の 向上 を図 る ため の研 修を 実施 し ます 。  

 ○  学 童 ク ラ ブ に 放 課 後 児 童 支 援 員 を 適 切 に 配 置 で き る よ う 、 国 で 定 め る カ リ キ ュ
ラム に基 づき 、認定 資 格研 修を 実施 し てい ます 。必 要と さ れる 放 課後 児童 支援 員 を
確保 でき るよ う 、引 き続 き 、計 画的 に 研 修を 実施 しま す 。ま た 、一 定の 勤務 経 験を
有す る職 員に 対 し、資 質向 上の ため の 研修 を実 施し ます 。放課 後 児童 支援 員の 補 助
者に つい ては 、 子育 て支 援員 研修 に おい て養 成し ます 。  

 ○  放 課後 子 供教 室に おい ては 、地域 の ボラ ンテ ィア な ど、教 室を 運営 する 担 い手 の
育成 が課 題と な って いる ため 、研 修 等を 実施 し、 資質 の 向上 を図 りま す。  

 ○  福 祉部 門 と教 育部 門の 一層 の 連携 を図 るた め、推 進委 員 会を 設置 し、放 課後 対 策
の 総 合 的 な 在 り 方 等 の 協 議 を 行 う と と も に 、 両 事 業 の 従 事 者 が 共 に 参 加 で き る 研
修を 毎年 度確 実 に実 施す るな ど、 一 層の 相互 理解 と資 質 向上 を目 指し ます 。  

 ○  「児 童館 ガ イ ドラ イン 」や「 放課 後 児童 クラ ブ運 営 指針 」の改 正内 容を 踏 ま えた
対応 が取 られ る よう 、区 市町 村へ 周 知し ます 。  
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【7 児童相談所】 

＜現状と課題＞ 

 ○  児 童相 談 所に おけ る虐 待相 談 件数 が年 々増 えて い ます 。中に は、保護 者 対応 等 が
困難 な事 例や 、重篤 化 する 危険 性が 高 い事 例、居住 実態 が 把握 で きな い事 例な ど も
含ま れて おり 、 対応 に苦 慮す るケ ー スも 少な くあ りま せ ん。  

 ○  都 はこ れ まで も、児童 福祉 司 や児 童 心理 司な ど、児 童虐 待 対応 の中 心と な る職 員
を着 実に 増や し てい ます が 、虐 待に 適切 に対 応し てい く ため には 、引き 続き 、体制
の強 化や 職員 の 育成 が求 めら れて い ます 。  

 ○  ま た、児童 福 祉 司は 、職 員の 増員 等 に より 、経 験年 数の 少 な い職 員が 増え て おり、
困難 事例 等へ の 対応 力の 向上 が必 要 とな って いま す。  

 ○  さ ら に 、 子 供 の 最 善 の 利 益 を 確 保 す る た め に は 、 子 供 を 権 利 の 主 体 と し て 尊 重
し、 子供 が意 見 を表 明で きる 環境 を 整え てい くこ とが 求 めら れま す。  

 ○  子 供 家 庭 支 援 セ ン タ ー に お け る 虐 待 の 困 難 事 例 へ の 対 応 や 予 防 的 取 組 が 進 む 中 、
経験 豊富 な職 員 の育 成や 専門 職の 確 保・育成 が課 題と な って いま す 。ま た 、相 談業
務に 係る スキ ル やノ ウハ ウの 蓄積 や 継承 が困 難で す。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  児 童虐 待 の対 応力 の更 なる 向 上に 向け 、児 童福 祉 司や 児 童心 理司 、児 童 福祉 司 等
の業 務を 補助 す る非 常勤 職員 を増 員 する とと もに 、医 師 や弁 護 士、保健 師な ど 様々
な専 門職 の更 な る活 用等 によ り、 児 童相 談所 の一 層の 体 制強 化を 図り ます 。  

 ○  従 来 の 研 修 に 加 え 、 令 和 ４ 年 度 に 新 た に 開 設 し た ト レ ー ニ ン グ セ ン タ ー に お い
て、児童 や保 護 者と の 面接 スキ ル向 上 に向 けた ロー ルプ レ イン グや 、ゼ ミ形 式 の事
例検 討な どの 実 践的 な研 修を 実施 す るな ど、 職員 の育 成 に取 り組 みま す。  

 ○  子 供の 意 見表 明や 意見 表明 等 支援 の重 要性 につ い ての 理解 促進 を図 り ます 。  
 ○  都 と 区 市 町 村 の 合 同 研 修 や 人 事 交 流 等 に つ い て 新 た に 企 画 実 施 す る こ と に よ り 、

専門 性の 向上 と 顔の 見え る関 係を 構 築し ます 。ま た、都ト レ ー ニン グセ ンタ ー と特
別区 職員 研修 所 の相 互研 修受 講を 実 施し ます 。さ らに 、都 と 区 市町 村の ケー ス 対応
の事 例等 を収 集 し、 共有 でき る仕 組 みを 検討 しま す。  
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【8 社会的養護】 

＜現状と課題＞ 

 ○  社 会 的 養 護 を 必 要 と す る 子 供 は 、 虐 待 等 を 原 因 と し て 心 に 深 い 傷 を 受 け 情 緒 的
な 課 題 な ど を 抱 え て い る こ と も 多 い こ と か ら 、 個 別 的 な ケ ア や 専 門 的 な ケ ア が 求
めら れて いま す 。児 童の 多様 なニ ー ズに 応え 子供 たち を 適切 に支 援す るた め には、
施設 等に おけ る 養育 の質 と専 門性 の 更な る向 上が 必要 で す。  

 ○  児 童 養 護 施 設 や 乳 児 院 に お い て 専 門 的 な 支 援 や 養 育 の 質 の 確 保 を 図 る た め に は 、
職員 の確 保・育 成及 び 定着 支援 に向 け た法 人・施設 の自 主 的な 取 組や 体制 の確 立 が
重要 です 。また 、養育 家庭 等に おい て も、委託 され る児 童 の状 態に 合わ せた 養 育の
質の 向上 が必 要 です 。  

 ○  ま た、生 活の 様 々な 場面 にお い て、子 供が 意見 を表 明 しや すい 環境 を整 え ると と
もに 、里 親や 施 設職 員 等に 対し て、意 見表 明 等の 重要 性に つ いて の理 解促 進を 図 る
こと も重 要で す 。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  法 人・施 設が 、職員 の育 成方 針 を定 め、体 系的 な人 材育 成を 行う こと が でき るよ
う、人 材 育成 に関 する 総合 的な 計画 の 策定・取組 を支 援し ま す。ま た、職 員 が知 識・
技術 を計 画的 に 習得 でき るよ う 、新 任 職 員 、中 堅職 員 、施設 長 等 、経 験や 職責 に 応
じた 課題 別研 修 など が実 施で きる よ う支 援し ます 。  

 〇  児 童養 護 施設 等に は、高度 な 専門 的 ケア や小 規模 化・地 域 分散 化に 対応 し たケ ア
が求 めら れて い るこ とか ら、 専門 的 なケ ア等 に必 要な 人 材の 育成 を支 援し ま す。  

 ○  施 設 職 員 の 人 材 確 保 を 図 る た め 、 受 け 入 れ た 実 習 生 に 対 し て 個 別 的 で 丁 寧 な 指
導 が で き る よ う 施 設 に 担 当 職 員 等 を 配 置 し た り 、 児 童 指 導 員 等 を 目 指 す 者 や 実 習
を 受 け た 学 生 等 を 非 常 勤 職 員 と し て 雇 い 上 げ る 等 の 対 応 が 行 え る よ う 支 援 し ま す 。
また 、職 員用 の 宿舎 の借 り上 げを 支 援し ます 。  

 ○  養 育家 庭 等の 研修 体系 につ い ては 、必修 研修 に加 え 、養 育 上の 様々 な課 題 に対 応
する 知識・技 術 を得 ら れる 実践 的な 研 修を 実施 し、養育 力 の向 上 と安 定し た委 託 の
推進 を図 りま す 。  

 ○  里 親 や 施 設 職 員 等 が 権 利 擁 護 の 重 要 性 を 理 解 し 実 践 す る と と も に 、 子 供 に 十 分
な権 利の 説明 が でき るよ う、 継続 的 な啓 発を 実施 して い きま す。  
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【9 ひとり親家庭支援】 

＜現状と課題＞ 

 ○  ひ とり 親 家庭 が抱 える 課題 は 、就 業 から 生活 や子 育 て等 多岐 に渡 って い ます 。ひ
とり 親家 庭が 、地域 で 自立 した 生活 を 送れ るよ う、相談 の 内容 か ら課 題を 的確 に 把
握し 、関 係機 関 と連 携し なが ら、 必 要な 支援 につ なげ る こと が求 めら れま す 。  

 ○  地 域に お いて 、ひ と り親 家庭 の相 談対 応を 担っ て いる のは 、各区 市の 母子・父子
自立 支援 員で す が、 経験 年数 が３ 年 未満 の職 員が 全体 の 約 50％と なっ てお り 、人
事異 動等 もあ る こと から 、経 験や ノ ウハ ウ が蓄 積さ れに く い状 況に あり ます 。その
ため 、相 談支 援 の質 の向 上等 への 取 組が 重要 とな って い ます 。  

 〇  ま た、母 子生 活 支援 施設 は児 童 福祉 施設 の中 で、唯 一母 子 で生 活で きる 施 設で あ
るこ とか ら 、課 題を 抱え る母 と子 、また 、ひと つの 家庭 と して の親 子へ の支 援 を適
切に 行う こと が 必要 です が、 入所 す る母 子の 課題 は複 雑 化す る傾 向に あり ま す。  

 

＜取組の方向性＞ 

 ○  都 は 、広 域的 な立 場か ら 、母 子・父 子自 立支 援員 や 地域 の関 係機 関等 へ の研 修を
実施 し、地域 に おけ る 相談 対応 力の 向 上を 図る とと もに 、要支 援 家庭 の把 握に 取 り
組む 区市 町村 を 支援 して いき ます 。  

 〇  母 子 生 活 支 援 施 設 に お い て 、 母 子 の 課 題 に 適 切 に 対 応 で き る 専 門 性 を 有 す る 職
員の 確保・育成 を図 ると とも に 、地 域の 子育 て支 援の 資 源と して 、施設 の多 機能 化
を推 進し てい き ます 。  
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【10 障害児支援】 

＜現状と課題＞ 

（１ ）子 育て 支 援策 にお ける 障害 児 支援 の対 応力 の向 上  
 ○  保 育所 や 学童 クラ ブ等 にお い て、障 害児 の受 入れ が 進ん でい ます が、障 害児 及 び

そ の 保 護 者 が 身 近 な 地 域 で 安 心 し て 生 活 で き る よ う 、 一 般 的 な 子 育 て 支 援 施 策 に
おい ても 、職 員 の専 門性 を向 上さ せ る必 要が あり ます 。  

（２ ）障 害児 の 支援 を担 う人 材の 養 成・ 確保  
 ○  障 害の 有 無に かか わら ず 、地 域で 共に 生活 する「 共生 社会 」を進 める 観点 から 、

障害 児支 援に つ いて は、保 育・教 育等 と連 携を 図り 、乳幼 児期 から 学校 卒業 ま で一
貫し た支 援が 提 供さ れる 体制 の構 築 が必 要で す 。ま た 、関 係機 関の 連携 の下 、ライ
フ ス テ ー ジ に 応 じ た 適 切 な 支 援 を 行 っ て い く た め に 、 障 害 児 の 相 談 支 援 体 制 の 整
備 が 重 要 で あ り 、 障 害 児 通 所 支 援 の す べ て の 利 用 者 に つ い て 障 害 児 支 援 利 用 計 画
が作 成さ れる よ う、 相談 支援 体制 の 整備 を計 画的 に進 め る必 要が あり ます 。  

 ○  発 達障 害 児（ 者）支 援に つい ては 、身近 な地 域に お ける 支援 体制 の整 備 が必 要で
あり 、保健 セン ター 、保育 所・幼 稚園 等や 児童 発達 支援 事 業所 等の 関係 機関 に よる
連携 や、心理 職 等に よ る家 族、保育 士 等へ の 専門 的支 援な ど を組 み合 わせ た早 期 発
見・早 期支 援の 取 組 が 、各 区市 町村 に お いて 進ん でき て いま す 。ま た 、周 囲 から の
孤立 や将 来へ の 不安 など を抱 える 家 族に 対す る支 援も 重 要で す。  

 ○  重 症心 身 障害 児（ 者 ）や 医 療的 ケア 児に つい て 、個 々の 特性 等に 応じ た 支援 や関
係機 関と の調 整 を行 える 人材 の確 保 ・養 成が 課題 とな っ てい ます 。  

 ○  特 別な 支 援を 必要 とす る幼 児・児 童・生 徒に 対し 、一人 ひと りの ニー ズ に応 じた
特別 支援 教育 を 一層 実施 でき るよ う 、学 校 にお ける 指導・支 援 体 制の 整備 や指 導 内
容・方 法の 充実 等 が 、重要 な課 題と な って いま す 。中 でも 、特 別 支援 教育 を推 進 す
る専 門性 の高 い 人材 の育 成と 確保 は 、極 めて 重要 です 。  

 

＜取組の方向性＞ 

（１ ）子 育て 支 援策 にお ける 障害 児 支援 の対 応力 の向 上  
 ○  保 育 所 や 学 童 ク ラ ブ 等 、 子 育 て 支 援 に 従 事 す る 職 員 が 、 一 人 ひ と り の 障 害 の 種

類、程度 に応 じ た支 援 がで きる よう 、資質 向 上に 取り 組む 区 市町 村を 支援 しま す 。 
（２ ）障 害児 の 支援 を担 う人 材の 養 成・ 確保  
 ○  障 害児 相 談支 援に つい て 、区 市町 村に おい て 、関 係機 関の 連携 の下 で 、ラ イフ ス

テー ジに 応じ た 支援 を進 める 体制 を 確保 でき るよ う、都 は、相 談支 援専 門員 の 養成
を着 実に 行い ま す。  
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 ○  ま た、在 宅や 障 害児 施設 等に お いて 、適切 にた んの 吸 引等 の医 療的 ケア を 行う こ
とが でき るよ う 、介 護 職員 等を 対象 と した 研修 を実 施す る ほか 、施設 職員 等の 専 門
性を 強化 し、適 切な 支 援を 提供 でき る よう 、強度 行動 障害 に 関す る研 修を 実施 し ま
す。  

 ○  発 達障 害 児（ 者）の ライ フス テー ジに 応じ た支 援 体制 を充 実す るた め 、こ れま で
区市 町村 が取 り 組ん でき た事 例等 を 普及 して いく とと も に、発達 障害 児（者 ）支援
に 携 わ る 区 市 町 村 や 相 談 支 援 事 業 所 等 の 職 員 、 医 療 機 関 従 事 者 な ど を 対 象 と し た
研修 等を 実施 し 、専 門的 人材 の育 成 を行 って いき ます 。  

 ○  ま た 、同 じ発 達障 害の ある 子 供を 持つ 親が 相談 相 手と なっ て悩 みを 共 感し たり、
自 分 の 子 育 て 経 験 を 通 し て 子 供 の 関 わ り 方 な ど を 助 言 す る ペ ア レ ン ト メ ン タ ー を
養 成 す る 区 市 町 村 を 支 援 し 、 悩 み や 不 安 を 抱 え る 家 族 へ の 適 切 な 支 援 に 結 び つ け
るこ とで 、家 族 支援 体制 の整 備を 図 りま す。  

 ○  重 症心 身 障害 児（ 者 ）施 設 等で 働く 看護 師に つい て は、経験 に応 じた 専 門研 修を
実施 して レベ ル アッ プを 図る とと も に、認定 看護 師資 格 取得 の機 会の 提供 を 行い、
育成 と定 着を 促 進し てい きま す。ま た、重 症心 身障 害看 護 の特 徴や 魅力 を発 信 し、
都 内 の 療 育 セ ン タ ー の 人 材 確 保 に 資 す る た め に 、 看 護 大 学 や 看 護 専 門 学 校 に お い
て説 明会 を実 施 しま す。  

 ○  在 宅の 重 症心 身障 害児（者 ）等 の 健 康を 支え る上 で 重要 な役 割を 果た す 訪問 看護
ス テ ー シ ョ ン の 看 護 師 に つ い て 、 在 宅 で の 呼 吸 管 理 や 栄 養 管 理 等 に 関 す る 研 修 及
び訪 問実 習を 行 いま す。  

 ○  医 療 的 ケ ア 児 が 適 切 な 支 援 を 受 け ら れ る よ う 、 医 療 的 ケ ア 児 の 支 援 に 係 る 関 係
機関 相互 の連 絡 調整 、意 見 交換 を行 う協 議会 にお いて 、課題 や情 報の 共有 、支援 方
策等 の協 議を 行 い、 関係 機関 の一 層 の連 携を 図り ます 。  

 ○  ま た 、 地 域 で 医 療 的 ケ ア 児 に 対 す る 支 援 を 適 切 に 行 う こ と が で き る 人 材 を 育 成
する ため の各 種 研修 を行 いま す。さら に 、訪問 看護 ステ ー ショ ンに 対し ては 、講 義・
演 習・同 行 訪 問 等 の研 修を 実施 し 、医 療 的 ケア 児の 受入 経 費を 補助 する こと で 医療
的ケ ア児 の訪 問 看護 に取 り組 む訪 問 看護 ステ ーシ ョン の 拡大 を図 りま す。  

 ○  特 別 支 援 教 育 が 全 て の 学 校 に お い て 実 施 さ れ る よ う 全 都 的 な 視 点 に 立 っ て 人 材
の育 成と 確保 を 進め てい きま す 。障 害の ある 幼児・児童・生徒 一人 ひと りの ニ ーズ
に 応 え て 適 切 な 指 導 と 必 要 な 支 援 を 行 う こ と が で き る よ う 、 全 て の 校 種 の 教 員 を
対象 とし た研 修 を実 施し 、専 門性 の 向上 を図 って いき ま す。  

 


